
�愛媛県告示第７６６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２７年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ久米 松山市鷹子町７０番地
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

生活協同組合コープ
えひめ ほか１者

生活協同組合コープ
えひめ ほか１者

平成２６年
７月１１日

平成２７年
６月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第７６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産
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業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２７年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ久米 松山市鷹子町７０番地
外 駐車場の位置及び収容台数 １３８台 １００台 平成２８年

３月２８日
平成２７年
６月１日

駐輪場の位置及び収容台数 １００台 ６０台

荷さばき施設の位置及び面積 １２４㎡ １２２．９５㎡

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ２４．６１� ２５．８７�

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第７６８号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２７年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西条市広江
１９９

丹 下 久

西条市今在家
１８４－２

日 野 清 見

西条市石田
２２７

山 内 辰 男
吉 井 河原津漁業協同組合

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市高浜町２丁目
乙６９－１４

沖 野 鶴 重

松山市高浜町５丁目
１５０４－１１

中 矢 幹 雄

松山市高浜町６丁目
２２４８－１０

仲 矢 喜代信
高 浜 高浜町漁業協同組合

松山市高浜町６丁目
１７７７－８

網 矢 隆

松山市高浜町５丁目
乙７４－２１４

網 矢 興 三

松山市高浜町６丁目
１７８４－７

沖 野 安 夫
高 浜 松山市漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２７年６月９日から２３日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

愛 媛 県 報平成２７年６月９日 第２６７９号
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東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課
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�愛媛県告示第７６９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛美会 通所介護事業所 ひうち荘 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 通所介護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 短期入所生活介護

株式会社アイル’ズ 訪問看護ステーションアルク今治 愛媛県今治市馬越町三丁目３番２６号 平成２７年４月１０日 訪問看護

いよ路サービス有限会社 いよ路サロン 愛媛県今治市鯉池町一丁目２番２２号 平成２７年４月１６日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人愛美会 指定居宅介護支援事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛美会 通所介護事業所 ひうち荘 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 介護予防短期入所
生活介護

株式会社アイル’ズ 訪問看護ステーションアルク今治 愛媛県今治市馬越町三丁目３番２６号 平成２７年４月１０日 介護予防訪問看護
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�愛媛県告示第７７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第７７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を平成２７年６月１日認可した。

平成２７年６月９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２７年５月２９日あったので公表する。

平成２７年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２７年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２７年６月１５日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人新居浜精神衛生研究所 新居浜市松原町１３－４７

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 住宅アシストＦＡＳＥ 株式会社 住宅アシストＦＡＳＥ 愛媛県西条市楢木１１番地 平成２７年４月３０日 福祉用具貸与

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アクティブビジョン リハビリデイサービスセンター 晃誠 愛媛県今治市延喜甲３１番地１ 平成２７年４月１日 介護予防通所介護

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の
開 設 者 の 名 称

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛美会 特別養護老人ホーム 豊寿園 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 平成２７年４月１日 介護老人福祉施設

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３６０７番５から

同市同町平地３６３２番４まで
平成２７年６月９日

公 告
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財団新居浜病院

医療法人十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

平成２７年６月９日 発行
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